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令和６年１０月１日 

蕨市の人事行政の運営等の状況について 

 

蕨市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（平成１７年蕨市条例第１号）第６条の規定に基づき、

令和５年度の人事行政の運営等の状況について下記のとおり公表します。 

 

目次  

第１編  各任命権者からの報告の概要  

１．職員の任免及び職員数に関する状況  

２．職員の人事評価の状況  

３．職員の給与の状況  

４．職員の勤務時間その他の勤務条件の状況  

５．職員の休業に関する状況  

６．職員の分限及び懲戒処分の状況  

７．職員の服務の状況  

８．職員の退職管理の状況  

９．職員の研修の状況  

１０．職員の福祉及び利益の保護の状況  

第２編  公平委員会の業務の状況  

１．勤務条件に関する措置の要求の状況  

２．不利益処分に関する審査請求の状況  

 

第１編  各任命権者からの報告の概要  

１．職員の任免及び職員数に関する状況 

（１）職員の採用の状況（令和５年度）  

職種 

 
事務職 保育士 保健師 技術職 医師 

医療技

術職 

助産師 
看護師 
准看護師 

消防職 
単純労

務職 
計 

採用人数 

（人） 
１４ ４ ０ １ １ １ ５ ０ ０ ２６ 

 

（２）再任用の状況（令和５年度）  

再任用の制度として、６０歳以上で定年前に退職した者を短時間勤務職員として採用する「定年前再任

用短時間勤務制度」と、定年退職した者をフルタイム又は短時間勤務職員として採用する「暫定再任用制

度」を導入しています。 

区分  フルタイム勤務職員  短時間勤務職員  

再任用人数（人）  １４ ３ 
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（３）職員の退職の状況（令和５年度）  

職種 

 
事務職 保育士 保健師 技術職 医師 

医療 

技術職 

助産師 
看護師 
准看護師 

消防職 
単純 

労務職 
合計 

定年退職 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

自己都合退職 8 1 1 4 2 0 3 1 0 20 

その他（死亡、免

職、失職） 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

再任用等任期満了 2 1 0 1 0 0 1 0 0 5 

退職者計 10 2 1 5 2 0 4 1 0 25 

 

（４）部門別職員数の状況と主な増減理由（各年４月１日現在）  

区分 
部門 

職 員 数 対前年 
主 な 増 減 理 由 

令和５年 令和６年 増減数 

一般行
政部門 

議 会 ６ ６ ０  
総務企画 ８７ ８４ △３ 庁舎建設の完了に伴う減員 

税 務 ３１ ３１ ０  
民 生 １３４ １３７ ３ 現業員不足、こども計画策定への対応の

ための増員 
衛 生 ２２ ２１ △１ 新型コロナワクチン担当業務の縮小に伴

う減員 
労 働 １ １ ０  
農林水産 １ １ ０  
商 工 ４ ４ ０  
土 木 ３７ ３６ △１ 技術職の欠員に伴う減員 
小 計 ３２３ ３２１ △２  

特別行
政部門 

教 育 ５７ ５９ ２ 公共施設整備に係る業務、教育関連業
務増への対応に伴う増員 

消 防 ８５ ８５ ０  
小 計 １４２ １４４ ２  

公営企
業等会
計部門 

病 院 １２９ １３１ ２ 医療業務の充実に伴う増員 
水 道 １４ １４ ０  
下 水 道 ９ ９ ０  
そ の 他 ２９ ２９ ０  
小 計 １８１ １８３ ２  

合    計 ６４６ ６４８ ２  

〈参考〉会計年度任用職員（パートタイム除く）の職員数（令和５年４月１日現在）１人  

 

２．職員の人事評価の状況 

職員の人事評価の方法及び活用方法の概要等  

① 人事評価の目的：職員の執務について人事評価を統一的に行い、これを職員の指導及び監督の

有効な指針とするとともに、公正な人事行政を運営することにより、職員の能率の発揮及び増進

を図ることを目的とする。 

② 評価実施日：毎年１０月１日（年１回） 

③ 評価方法：評価実施日前１年間の執務状況について最大３名の評価者により評価する。 

④ 評価結果の活用：評価結果は、昇任昇格や人事異動、分限処分の参考資料として活用するととも

に、昇給・勤勉手当に反映させている。 
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３．職員の給与の状況 

（１）人件費の状況（普通会計決算）  

区分 住民基本台帳人口 歳出額（Ａ） 人件費（Ｂ） 
人件費率 

（Ｂ／Ａ） 

Ｒ４年度の人

件費率（参考） 

５年度 
令和 6.1.1現在 

７５，６４６人 

千円 

３０，８３２，９１２ 

千円 

４，５１８，８１８ 

％ 

１４．６ 

％ 

１３．７ 

 

（２）職員の平均給料月額及び平均年齢の状況（各年４月１日現在）  

区分  
一般行政職  

平均給料月額  平均年齢  

Ｒ５年  ３２３，４００円  ４１歳９月  

Ｒ６年  ３２９，４００円  ４２歳３月  

 

（３）職員の初任給の状況（令和６年４月１日現在）  

区分 
一般行政職  

大学卒 高校卒  

蕨市 １９６，２００円 １６７，９００円 
 

埼玉県 ２０５，５７９円 １７３，５８４円 
 

国 

（一般職） 
１９６，２００円 １６６，６００円 

 

 

（４）職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（令和６年４月１日現在）  

区分 経験年数１０年 経験年数１５年 経験年数２０年 

一般行政職 
大学卒 ２５４，２３３円 ２９８，２５０円 ３５１，７５０円 

高校卒 該当なし 該当なし 該当なし 

 

（５）一般行政職の級別職員数の状況（令和６年４月１日現在）  

区分  １級  ２級  ３級  ４級  ５級  ６級  ７級  計  

標 準 的

職 務 

主 事 補 

技 師 補 

主 事 

技 師 

主 査 

技術主査 

係 長 

専 門 員 

課 長 

補 佐 
課 長 

部 長 

次 長 
 

職員数  ６人  ８６人  ６２人  ７６人  ２４人  ２２人  ２６人  ３０２人  

構成比  2.0% 28.5% 20.5% 25.2% 7.9% 7.3% 8.6% 100％ 

（注）標準的職務はそれぞれの級に該当する代表的な職名  

 

（６）職員手当の状況（令和６年４月１日現在）  

期末
手当  
・ 

勤勉
手当  

区分  ６月  １２月  計  

期末手当  １．２２５月分  １．２２５月分  ２．４５月分  

勤勉手当  １．０２５月分  １．０２５月分  ２．０５月分  

※職制上の段階、職務の級等による加算措置あり  
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退

職

手

当  

支給率  

事由  
２０年勤続  ２５年勤続  ３５年勤続  最高限度  

自己都合  19.6695 月分  28.0395 月分  39.7575 月分  ４７．７０９月分  

勧奨・定年  24.586875 月分  33.27075 月分  47.709 月分  ４７．７０９月分  

令和５年度退職手当１人当たり平均支給額  ５，３１９，９１８円  

 

時間外勤

務手当 

支給総額  職員１人当たり支給年額  

１３６，９８８，１４２円  ２９０，２２９円  

（注）支給総額は令和５年度普通会計のもの。  

 

扶養

手当  

区   分  月額  

配偶者   ６，５００円  

子  １０，０００円  

その他の扶養親族（父母等）   ６，５００円  

満１６歳の年度初めから満２２歳の年度末までの子  ５，０００円加算  

住居

手当  

区   分  月額  

借家借間居住者   

基礎控除額  １６，０００円  

全額支給限度額  １１，０００円  

１／２加算限度額  １７，０００円  

最高支給限度額  ２８，０００円  

自宅居住者  

（同一世帯に属する職員の場合、１人のみ支給）  
 ３，０００円  

通勤
手当  

区   分  月額  

交通機関利用者  最高支給限度額  ５５，０００円  

交通用具使用者（距離に応じて支給）  ２，０００～３１，６００円  

 

４．職員の勤務時間その他の勤務条件の状況  

（１）勤務時間の概要  

職員の勤務時間は、１週間当たり３８時間４５分と定められています。原則毎週月曜日から金曜日ま

でのそれぞれ午前８時３０分から午後５時１５分までの勤務となります。 

このうち、正午から午後１時までの間は休憩時間となっています。 

 

（２）休暇制度の概要  

職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇、組合休暇があります。それぞれの

概要は次のとおりです。 

種  別 概     要 

年次有給休暇 
労働基準法第３９条の諸規定に基づき与えられる有給による休暇。１年度につき

最高２０日間付与され、前年度からの繰越分を含めると最高４０日間となります。 

病気休暇 

勤労意欲があっても負傷又は疾病のために勤務することができない職員に対し、

医師の診断に基づき最小限度必要と認められる期間その治療に専念させる目的

で設けられた有給の休暇です。 

特別休暇 特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合に認められる有給の
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休暇です。 

介護休暇 

配偶者、子、職員又は配偶者の父母などの親族で負傷、疾病又は老齢により２

週間以上にわたり日常生活を営むのに支障がある者の介護をするために勤務し

ないことが相当である場合に認められる無給の休暇です。 

組合休暇 労働組合の業務又は活動に従事するために認められる無給の休暇です。 

 

（３）年次有給休暇の取得状況  

令和５年４月１日から令和６年３月３１日までの間の職員の年次有給休暇の平均取得日数は 

１３日と３時間でした。 

 

５．職員の休業に関する状況  

育児休業は、職員が３歳に満たない子を養育するために１日の勤務時間の全部を勤務しないことが

できる制度です。育児休業期間中は給料が支給されません。 

部分休業は、職員が小学校就学の始期に達するまでの子を養育するために１日の勤務時間の一部

（２時間を限度）について勤務しないことができる制度です。部分休業を取得した時間は給料が支給さ

れません。令和５年度の育児休業・部分休業の取得状況は次のとおりです。 

休業の種類 

 

休業者の内訳 

育児休業 部分休業 新たに育児休業等

が取得可能となった

職員数 

 うち新規  うち新規 

取得者合計 ４２ １８ １７ ６ ２５ 

 うち女性 ３１ ８ １６ ６ ８ 

 うち男性 １１ １０ １ ０ １７ 

 

６．職員の分限及び懲戒処分の状況  

（１）分限処分の状況  

分限処分とは、公務能率の維持向上のため、職員が一定の事由によってその職務を十分に果たすこ

とができない場合（病気など）あるいは職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を

生じた場合に、本人の意に反してその身分に不利益な変動をもたらすものです。この分限処分には免

職、休職、降任、降給の４種類があります。 

令和５年度に休職処分を受けた職員は延べ１０人※（心身の故障による勤務不能）であり、免職、降任、

降給処分を受けた職員はいませんでした。 

（※同一の者が複数回にわたって分限処分に付された場合は、重複して計上） 

 

（２）懲戒処分の状況  

懲戒処分とは、公務の規律と秩序を維持するため、職員の一定の義務違反に対して道義的責任を追

及して行う行政上の処罰をいいます。この懲戒処分には免職、停職、減給、戒告の４種類があります。 

令和５年度に懲戒処分を受けた職員はいませんでした。 
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７．職員の服務の状況  

（１）職員の守るべき義務の概要  

地方公務員法第３０条は、服務の根本基準として「すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益の

ために勤務し、かつ、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。」と規定

しています。 

この根本基準の趣旨を具体的に実現するため、同法は、職員に対し、法令等及び上司の職務上の命

令に従う義務（同法第３２条）、信用失墜行為の禁止（同法第３３条）、秘密を守る義務（同法第３４条）、

職務に専念する義務（同法第３５条）、政治的行為の制限（同法第３６条）、争議行為等の禁止（同法第

３７条）、営利企業等の従事制限（同法第３８条）など、服務上の強い制約を課しています。 

 

（２）職務専念義務免除の状況  

職員は法律又は条例に特別の定めがある場合のほかは、その勤務時間及び職務上の注意力のす

べてをその職責遂行のために用いなければなりません（地方公務員法第３５条）。ただし、「職務に専念

する義務の特例に関する条例」により、研修を受ける場合や厚生事業に参加する場合に、任命権者の

承認を得て職務専念義務を免除されることがあります。令和５年度における承認件数は厚生事業に参

加するためが８７件、その他が２０件（うち新型コロナウイルス感染症に係るものが１５件）でした。 

 

８．職員の退職管理の状況  

平成２８年４月に施行された地方公務員法の改正により、元職員による働きかけの禁止

など、退職管理の適正の確保が求められることとなり、本市においても、「職員の退職管理

に関する規則」を制定するなど、職員の退職管理の適正の確保に取り組んでいます。令和

５年度についても退職者に対して、制度の周知徹底を行いました。  

元職員による働きかけの禁止  

本市を退職後、営利企業等に再就職した元職員が、離職前５年間の職務に関して、離職後２年間、

現職職員に契約等事務について職務上の行為をする（しない）ように要求又は依頼することが禁止され

ています。 

 

９．職員の研修の状況  

（１）研修の概要  

令和５年度に実施した研修は、合計で６０講座、延べ研修人員は６３０人でした。 

なお、令和５年度研修実績及び研修体系は次のとおりです。 

令和５年度職員研修実績  

研修種別  講座数  受講人数  

一般研修・基本研修  １４    ３６６人  

一般研修・専門研修  １１    ２２１人  

派遣研修・長期派遣  １３     １６人  
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派遣研修・短期派遣  ２２     ２７人  

合計  ６０    ６３０人  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

蕨市職員研修体系

会計年度任用職員研修

中級職員研修

上級職員研修Ⅰ(法制執務)

監督者研修Ⅱ

※

管理監督者研修

人権・同和問題研修会

職員研修

（※は自治人材開発センターへ派遣）

(集合研修)

職場研修者研修

上級職員研修Ⅱ(接遇リーダー)

※係長級研修

監督者研修Ⅰ

職場におけるメンタルヘルス研修

市民サービス向上研修

基本研修

専門研修

一般研修

長期派遣派遣研修

自治人材開発センター

その他の研修機関

自主研修 職員自主研究グループ

個人指導研修

集団指導研修

派遣指導研修

職場研修

普通救命講習会

ブラザー・シスター研修

国土交通大学校

協働の職員研修

救急救命研修所

男女共同参画職員研修

評価者研修

市町村アカデミー

自治大学校

消防学校

消防大学校

短期派遣

※

資格取得支援制度

多文化共生職員研修

管理者研修

社会保障・税番号制度研修

安全運転講習会

シニア職員研修

※課長級研修

※

課長補佐級研修

新規採用職員研修

※新規採用職員研修（派遣）

中級職員研修Ⅱ(法制執務基礎編)

新規採用職員研修（フォローアップ）

中級職員研修Ⅰ(交渉力向上)
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１０．職員の福祉及び利益の保護の状況  

（１）福利厚生制度の概要  

職員の共済制度は、埼玉県市町村職員共済組合が短期給付事業（医療関係等）、長期給付事業（年

金関係）、福祉事業（健康保持増進事業等）を行っており、厚生年金、国民年金、健康保険及び国民健

康保険と同様に社会保険制度の一環とされています。具体的には、地方公務員法第４３条に基づいて

定められた地方公務員等共済組合法によって定められています。共済組合の事業を運営する費用は、

組合員である職員の掛金と使用者である市の負担金によって賄われています（掛金率・負担金率につ

いては法定）。 

その他の福利厚生制度として、地方公務員法第４２条の規定に基づき、蕨市職員互助会を設置し、職

員の元気回復、その他厚生に関する事業を行っています。職員互助会の事業を運営する費用は、福利

厚生事業利用時に会員である職員が負担する負担金と使用者である市の負担金によって賄われてい

ます。 

令和５年度の市の負担金額は次のとおりです。 

区分 市負担金額 

埼玉県市町村職員共済組合 ８６２，４０８，５８３円 

蕨市職員互助会   ３，２８０，０００円 

 

（２）公務災害の発生状況  

職員が公務上又は通勤途上の災害により、負傷等又は死亡した場合には、地方公務員災害補償基

金から一定の補償が行われます。具体的には､地方公務員法第４５条に基づいて定められた地方公務

員災害補償法によって定められています。 

令和５年度に公務災害又は通勤災害と認定された件数は、公務災害１０件、通勤災害５件の計１５件

でした。 

 

第２編  公平委員会の業務の状況  

１．勤務条件に関する措置の要求の状況  

令和５年度は、新規及び前年度以前からの継続分ともに措置要求の案件はありません

でした。  

 

２．不利益処分に関する審査請求の状況  

令和５年度は、新規及び前年度以前からの継続分ともに審査請求の案件はありませんでした。 

 

 


